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（午前９時 27 分　開議） 

○委員長（岡本安弘君）ただ今の出席委員は

７人で全員であります。 

　これより令和６年度決算審査特別委員会

を開きます。 

　本日の審査は、まず初めに、認定第 10 号　

病院事業会計決算、次に、認定第８号　水道

事業会計決算、最後に、認定第９号　下水道

事業会計決算の順で行います。 

　それでは、これより審査に入ります。 

 

○委員長（岡本安弘君）認定第 10号　令和６

年度橋本市病院事業会計決算の認定につい

て　を議題といたします。病院事業会計決算

書をお開きください。 

　これより質疑を行います。全般について行

います。質疑ありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）改めておはようござい

ます。お聞きしたいことは漏水のことなんで

すけども。漏水の確認がずっと日常的にされ

てると思う。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。病院事業

会計です。病院事業会計でお願いします。 

○委員（髙本勝次君）慌てまして、すんませ

ん。病院の方でちょっとお尋ねします。 

産婦人科のことなんですけども、24 ページ

に書かれてましたけども、産婦人科の入院が、

約 4000 と、件数的にはすごく減ってるいう

ことで、外来は約 8000 とあまり変わらない

んですけども、これ入院が極端に減ったのを

ちょっと理由をお聞かせ願いたいと思う。 

○委員長（岡本安弘君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（古川健一君）ご質問にお

答えします。 

  

１　認定第 10 号　令和６年度橋本市病院事

業会計決算の認定について 

産婦人科の業務としましては産科と、それか

ら婦人科があります。婦人科に関しては、手

術件数はむしろ増えてる状態なんですけれ

ども、産科のほうが落ちてます。特に分娩件

数が減少してるというところが一番大きい

です。 

一時360件ぐらいあった分娩件数がだんだ

ん減ってきて、人口減ともに減ってきて、今

は大体 120 件ぐらいに減ってきますので、そ

れが原因で、産婦人科の入院収益が減少して

るというふうに考えております。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）ちょっとそれでは続け

てお聞きします。 

26 ページなんですけども。1泊 2日の人間

ドック、これは前年度に続けて 2年連続でゼ

ロってなってるんですけども何か原因があ

ったんでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）医事情報課長。 

○医事情報課長（谷澤由紀君）お答えいたし

ます。 

1 泊 2 日ドックに関してですが、コロナ禍

によって、一旦中断をしております。その後、

申し込みに関しましても、現在ない状態では

あります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）1 泊 2 日の

ドックに関しまして今、現状ご指摘のとおり、

昨年度の実績がないということで、ここに関

しましては、今現在どういうふうな形で今後、

ドックのやり方ですね。特に、例えば高野山

の宿坊とか、そういったところをうまく使い

ながら、県外からの需要も含めた中で収益に

つなげていけないかということも、これから

とにかく需要分析も、ある程度マーケティン

グをしていく必要があるかなというふうに

も思っておりますので、その辺、どういうふ
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うにやっていくのかということも含めて、こ

の辺のところ、改善を今後図っていきたいな

というふうに考えております。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）料金的に言って、素人

的によくわからないんですけども、この料金

については、他の自治体とあんまり変わらな

いんでしょうかね。それを聞きたい。 

○委員長（岡本安弘君）医事情報課長。 

○医事情報課長（谷澤由紀君）他の自治体に

比べますと若干高額とはなっております。や

はり自己負担が大きいということもあって、

需要があまりないような状態となっており

ます。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）そしたらそれなんかも

病院経営の関係もあるんですけども、料金に

ついては、少し高いんでしたら見直しするお

考えはあるんでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）医事情報課長。 

○医事情報課長（谷澤由紀君）その辺も含め

まして先ほど局長がお答えしましたとおり、

今後検討の方を行いたいと思っております。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）同じところで、研修一

緒に聞いてくれたんで、同じことを繰り返し

になると思うんですけど、やっぱり 3万 4万

ぐらいで設定してオプションでこう、トッピ

ングって先生言ってましたよね。オプション

で増やしていく。何の検査をするのか、もの

すごい検査するんやったら増やしていくっ

ていう感じで。 

3 万、4万ぐらいやったら多分、来てくれるん

かなって僕はそう思うんですけどね。 

ちょっと、宿坊は高いんちゃうかなって。

いろんなパターンで設定してもらったら、宿

坊もあり、ビジネスホテルもありっていうこ

とでお願いしたいと思います。何かください。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）今、お質し

のいただきました宿泊先の件に関しまして

はおっしゃるとおり、一応選択肢をですね、

いくつか作るような形でですね、その中で利

用者、受診される方々にとって自分が求める

ものが何なのかというところで、サービスを

その辺のところ、うまく拡充するといいます

か、充実させるような内容で検討していけれ

ばなというふうに思っております。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）すみません。20 ページ

のところ、ざっと見てすごい頑張ってるなっ

ていうふうには感じました。医業収益が上が

って訪問看護も上がってる。外来はちょっと

減ってるんだけども、入院患者ちょっと増え

て、全体としての医業収益は増えてるんです。 

ところが給料と、医薬品などの上昇幅が大き

くて赤字になっちゃう。 

これだと増えてんのに赤字になっていく

んで、もう国の設定がもうおかしいというか、

十分頑張ってるように思うんです。 

ただ気になるのか、一番下の表の、病床使

用率を 70％ってちょっと増えてるんですけ

ども、もうちょっとここ頑張ってもらえない

かなと思うんです。何か答弁ください。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）利用率のと

ころなんですけども、当院許可病床として

300 床なんですけども、コロナ禍を挟みまし

て現在 250 床運用で行っておるところです。 

9 月から一般急性期の部分に関しまして

は、4から 1の方に移行いたしまして、10 月

からは、回復期の部分を、地域包括ケア病棟

ということでより収益を上げるような形で

の病床運用の方やっておるところなんです

けども、そこで利用率に関しましては、当然

その病床病床に応じた病床の運用の仕方と
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いうのがございます。 

3 階 4 階の部分が、急性期一般入院料Ⅰと

いうことで急性期ですね、いわゆる急性期の

中でも非常に重症度の高い、看護必要度の高

い患者さんが入院される病床になるわけな

んですけども、入院に当たりましては、入院

期間の方がⅠ・Ⅱ・Ⅲというふうに定められ

ておりましてその中で効率よく、病床の方を

運用していくというふうな形になってきま

すので、その辺を当院で完結すればいいんで

すけども、なかなかそういう患者さんばかり

ではございませんので、受け入れ先も含めた

中でですね、患者さんにとって何がいいのか

というところを調整しながらやっていると

ころでございますので、確かに稼働率の方は

低いんですけども、そういったところで、単

価の方を上げるということも大事になって

きますのでその辺のバランスをとりながら、

しっかりと収益確保の方に努めていきたい

というふうに考えておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）そしたらあと 23 ペー

ジ、訪問看護のところなんですけども。これ

実は 22 ページでは看護師の数が 8 人、これ

は前年度と変わらない。しかし回数がね、か

なり増えてるんです。 

看護師の人数が8人で変わらずで回数が増え

てることは、仕事がきつくなってるんじゃな

いかなあと思ったりもするんでその辺はい

かがでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）訪問看護事務長。 

○訪問看護事務長（坂本安弘君）おただしの

とおり、令和 6年度については、かなりの増

収になったわけです。いわゆる患者数、それ

から訪問回数が大幅に増えたということに

なります。確かに看護師に負担が以前に増し

てかかっておるというのは、間違いないこと

ではあると思いますけれども、その辺は、所

長を中心にですね、きっちりとローテーショ

ンを組んで、無理のないような訪問になるよ

うに、看護師の負担ができる限り軽減できる

ような格好で運営をさせていただいており

ます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）今、答弁いただきまし

たけど、これ実際にかなり増えてるんですね。 

だから、仕事がかなりきつくなってると思う

んですけども、これ看護師増やすこと以外に

はもう方法ないように思うんですけど、検討

されているんですか。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）訪問看護の

看護師に関しましては募集しているところ

もあるんですけども、現在会計年度任用職員

ということで、他の事業所さん、訪問看護ス

テーションと比較した場合にやはり少し見

劣りしてしまう部分がある。決してお給料が

安いわけではないんですけどもそういう、正

職・非常勤というところで、集まらない部分

があるのかなという部分、そういうふうにも、

一部、分析してる部分あるんですけども。 

今後、パートタイムの扱いになって、所長

以外、所長はフルタイムなんですけども、そ

れ以外の看護師の方々につきましては、パー

トタイムというふうな形での扱いで、給与設

定の方さしていただいておるんですけども、

今後働き手がどんどん少なくなってくると

いうことで優秀な看護師を確保していくと

いう意味では、当然、補充もそうなんですけ

ども、そういった今働いている方々の労働環

境、処遇等も改善も含めた中でですね、収益

と見合わせながら、今後そういったところの

見直しも図っていかなければならないとい

うふうには考えておるところでございます。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 
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○委員（髙本勝次君）今、答弁いただきまし

たけども、これ実際にかなり増えてるんで、

相当、看護師さんの負担かかってると思うん

で、これ真剣に看護師が増やしていくっちゅ

うことを大きな課題としてね、訪問看護のと

ころは。ほんまに真剣にあたって欲しいと思

いますんで、よろしくお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）おはようございます。 

22 ページの職員数ですけども、医師の数は

3名増ということですが、看護師は増減なし

であると思います、正職の方ですね。 

実際にですね、これ何人の看護師さんがプ

ラスになったんだけども、何人の看護師さん

が辞められて、プラマイゼロになってるのか

その辺、教えてもらえますか。 

○委員長（岡本安弘君）病院職員課長。 

○病院職員課長（野口朋弘君）令和 6年度の

看護師の採用者は 18 名でした。退職者に関

しましては 17 名おりましたが、年度末等の

退職、入職の誤差がありまして、1名、年度

末と年度変わりのところでありますので、こ

の 3 月 31 日現在では 177 名という、同数の

人数となっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）昨年、前年度も、確か

18 名増で 18 名減だったと思いますので毎年

同じような傾向をたどっているのかなと思

いますが。 

辞められた看護師さんの離職の理由なん

かも聞いておると思いますんで、わかれば教

えてもらいたいんですが、いかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）病院職員課長。 

○病院職員課長（野口朋弘君）令和 6年度の

17名の退職者につきまして、内容の調査とい

いますか、アンケートもさせていただいてお

ります。 

17 名の内訳なんですけども、理由としまし

て、子育てっていうのが 1名。ご自身の健康

の理由の退職が 1名。看護師として他の医療

機関やその他の施設へご興味があってとい

う方が 8名。ご自身の適性の能力への不安等

で 1名。ご結婚が 2名。配偶者の転勤等にお

いて 2名です。その他、家庭の事情であった

りとか、ご自身で開業をされるという方が 2

名の 17名となっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）結婚とかですね、配偶

者の方の転勤とかそういうところは仕方な

いところもあると思いますが、やはり他の病

院さんの方に転職されてるのはやはり、この

橋本市民病院よりもそちらの方が、状況がよ

かったというか、そう判断されての転職にな

ると思いますんで、やはりそこは、やっぱり

市民病院としても、より改善をしていただか

なあかんとこだと思いますんで、その点よろ

しくお願いをしたいと思います。要望で結構

です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）昨年 12 月に、橋本市民

病院事業管理者給料の条例の件で、賛成反対、

議員さんの中でもいろいろあったんですが。 

そこで反対の意見のことについて現状ちょ

っとお聞きしたいと思います。 

1 点目。このときに出た反対意見として、看

護師などの職員のモチベーションが下がっ

て離職が増える、今の質問あったり、看護師

の離職が増えるようなことになり、この現状

をどのように今とらえて認識されてるのか

お聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）病院職員課長。 

○病院職員課長（野口朋弘君）昨年度末以降、

人事院勧告等での影響により、退職するとい

うようなご意見っていうのはお聞きしてお
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りません。 

また、それ以降、令和 7年に入りましての

退職者に関しましても、例年よりかなり減少

しておるというような状況です。 

看護部を初めいろいろな取組みをさせて

いただきまして、毎年春に、看護部でいろん

な調査を、キャリアニーズに関する調査とい

うのもさせていただきまして、そこにはいく

つか質問はあるんですが、今後の進路につい

てどのように考えてますかというようなご

質問の中でも、1は退職しない、2は退職する

かどうか迷っている、3 で退職を希望すると

いうような、ご質問の中でかなりこの退職に

向けてのご意向というか、ご意見というのは、

減少しているというふうに聞いております

ので、実際に昨年度取り組んでいた内容から

今年にかけての改善された内容に関してか

なり影響が良い影響が出てきているものと

考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）お給料の部

分に関してなんですけども、昨年度も、年末

に全職員向けに病院の経営状況の説明会を 2

日間にわたって行ったところです。 

今年度も、そういったところで、昨年度に

引き続いて実は、9月 30日だったかなと思う

んですけども、10 月 1 日、ちょっとはっきり

とした日にちは忘れたんですけども。そこで

ですね、上半期の経営状況を、全職員向けに

説明会を実施しております。その中で病院と

して今後どういうふうな経営をしていくの

かというところもですね、いろいろ質問の中

で答えさしていただいて、これから組合の方

と確定闘争やっていくわけなんですけども、

そういったところでしっかりと意見を交わ

しながら、お給料は確かにそういったところ

で今の病院経営状況の中で、他の病院と同じ

ような形でいかない部分あるんですけども、

ただ、納得のいただけるような形の、今後見

直しの方を、いま検討しております。 

これから 2026 年の診療報酬改定も出てき

ますので 12 月に基本方針が出された中で、

どういうふうな形でここの部分を改善して

いくのか、改善できるのかというところをし

っかりと検討していきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）昨年 12 月の人勧のこと

でこうなったんですけども、また今年人勧が

出ると思うんですけども、どうなんですかね

その人勧。もし続けて次の人勧出た場合のそ

の考え方っちゅうか、見てからいうことにな

るんかわかりませんけど、ちょっとお聞きし

たいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）今年度の人

事院勧告も8月に出ておるわけなんですけど

も、それの、どういうふうに実施していくの

かというところについては、現時点で組合の

方に関しましては、明確な回答の方はさせて

いただいておりません。 

これに関しましては 10 月に向けてこれか

ら調整していくような形になりますが、財源

って言いますか、収益の方がそこに伴ってい

ないような状況が続いておりますので、しっ

かりとそこの部分に関しては、今後の経営の

改善も含めた中で、どういうふうに人件費を

確保していくのかというところを考えてい

かないといけないと思っておりますので、今、

組合の方にお話さしていただいております

のは、診療報酬改定が出てからですね、早期

にシミュレーションを立てて、どこまでの人

事院勧告に沿った形の部分ができるのかと

いうところを、再協議させていただきたいと

いうふうに申し入れの方はさしていただい
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ております。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）昨年 12 月以降、先ほど

答弁されておりましたけども、本当に実際に

実際に職員の末端って言うたらええんか、本

当そういったところまで、かなり事業者側か

らのお考えがどこまで入ってるのかってい

う疑問があるんですけど、その辺の認識はど

うかな思いまして。 

○委員長（岡本安弘君）答弁できますか。 

　髙本委員、もう一度質問をお願いします。 

○委員（髙本勝次君）先ほど言われてました

けども、職員の間では、事業者側のやろうと

してることについては理解していただける

ようにおっしゃってたんですけども、本当に

その末端のところまでね職員、理解されてお

るのかっちゅう疑問があるんですけど、どう

なんですかね、受け取め方。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）これまでは、

例えば病院の中では最高幹部会議というこ

とで病院事業管理者を筆頭に院長、副院長、

事務局、看護部長を交えての会議が月 1回あ

るんですけども、それと所属長会議というこ

とで各部門、所属のですね所属長が集まって

の会議があるんで、そこでは今までお話さし

ていただいてたんですが、これが末端までお

りているのかというところについては、病院

の当局側の方も少し気になっていたところ

でございます。 

いろいろ聞いたりしたらやはり知らない

人もいたというところもございましたので

そういったところで職員説明会という形で、

できるだけそういった形で皆さん、職員の皆

さんにですね病院の現状を、知っていただい

た中で、小さなことの積み上げになるんです

けども、いろいろとそういったところでの改

善に協力いただくということで、ご理解の方、

求めているような状況です。 

毎月の単月の決算状況につきましても、今、

病院の方のですね、院内Ｗｅｂがあるんです

けども、そちらの方でいつでもすべての職員

に閲覧していただけるような形でさせてい

ただいておりますので、そういったところか

らですね、少しでも経営の方に関心を持って

いただいて、病院全体の雰囲気を上げながら、

しっかりと経営改革に取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）私から見てよくわから

ないんですけど、医療機器なんですけど、そ

の耐用年数っちゅうのは、その機器によって

変わってくると思うんですけども、それの見

方ちゅうか、判断されてると思うんですけど

ちょっと簡単に言うとどんな感じですか。 

○委員長（岡本安弘君）病院経営管理課長。 

○病院総務課長（岡村惠介君）国税庁の耐用

年数の基準というのがございまして、そうい

うものに基づいて購入したものに関して、耐

用年数のほうを設定させていただいており

ます。 

基本的には、手術器具のような高額のもの

になりますと6年というふうな形になります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみませんちょっとペ

ージないんですけど。ダヴィンチやったかな。 

あれの稼働率っていうか、高額なもんを入れ

とると思うんです。あのときの必要性ってい

うのは、あれを置いておくことで、なんちゅ

うかな、今の若い医師というか、それを使う

ドクターが市民病院来てくれたとき、それが

なかったら、来てくれないんだっていうお話

やって、ほんで医者の推移とかもあろうかと

思うけど、それの稼働率ちゅうのは、よそと

比べてどういうふうになっているか。ある程

度、元取れるという言い方は不適切な言い方
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かもしれないですけど、その辺の調査につい

ての数字は出てるんでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）病院医事情報課長。 

○病院医事情報課長（谷澤由紀君）お答えい

たします。 

　まずダヴィンチ導入後なんですが、件数と

しましては、令和 6年度、診療報酬で請求し

できるものとしましては、26件となっており

ます。手術だけに関しましては、合計収益と

しましては約 3000 万ですね。令和 6 年度で

3000 万ほどとなっております。 

それに伴って必ず入院が伴ってきますの

で、それを含みますと 4220 万ほどの収益と

なっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ありがとうございます。

時代のニーズなんで、僕ら商売人は、元取ら

なとか採算取らなとか、時代のニーズに合わ

さなっていう物差しで、医療の現場の方には

大変申し訳なかった。高額なものを買うのに

議決した責任ちゅうの我々あるわけで。よう

やってくれとんのはよくわかりました。 

ちょっと話変わるんですけども、ベースで

いうと、ページは 20ページの結局、病院事業

報告書っていうところの、こっからしか入れ

ないと思うんですけど、何回も全協とか、文

教厚生建設委員会の報告で上がってきとる

んで、もうあんまりその質疑っていうのは、

もう、いいかなと思ったんですけど、当局の

中枢にお伺いするんですけども、9億何がし

の赤字がある、前年度今年度また今年 9億マ

イナスやからって、来年が 2億になるわけが

ないと。9億の推移で右肩が下がっていくよ

うに、下がるっていうか赤字が下がっていく

ようにっていうのが経営努力で、個人的にっ

ていうのはあれなんすけどね。 

人勧に関しては、人勧を受け入れないとい

う議案に対してそれを可決したのは議会の

責任ですから、別に病院がそこまで苦渋の決

断して、我々が否決しとったら、そっちはそ

っちで人勧上げらな仕方ないわけで、お金の

やりくりっちゅうのは市から繰り出すだけ

の話になってこようかと思うんで、そういう

のは僕気にしなくていいと思うし。 

僕は講習受けてないんであれなんですけ

ど、市民病院のあり方っていうのがどういう

ふうなもんかっていうのは、結局は市長がよ

く言われるのは、共倒れっていう言葉は、も

のすごく市長は適した言葉言うてるなって。

じゃあ市長は病院に何をしたっとんよとい

うのはまた別の場所で聞きますけど、この中

枢に聞きたいのは、この 9億なにがしが来年

も9億弱ほど赤字ってこうなると思うんです

けど、市の繰り越しの基準ですよね、まあい

うたら。病院に渡せる部分と、市の単費。水

道らもお金貸しとると思うんですけども。そ

の市から、何億実質今、6年度決算ベースで

いってるかっていうのを、この決算委員会の

場でちょっと聞いておきたいんですけどい

かがでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）令和 6年度決算で

ですね、財政課から繰り出している額ってい

うのが、病院事業会計繰出金として、約 8億

9,400 万ほどとなってるんですけども、これ

っていうのは、救急医療とか、それから小児

医療とかですね。そういう採算のとれない医

療分野などに対して、国が定めている繰り出

し基準、この範囲内で繰り出しを行ってまし

て、その繰出基準の一部についてですね、国

から、一般会計に対して、地方交付税による

財政措置ってのもあるんですけど。この財政

措置の相当額を除いた額としては、約 2 億

5,100 万ほどとなります。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）こっからまあ、常識的

な、人それぞれの常識の物差しってちゃうと
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思うんですけど、失礼があったらお詫びする

んですけど、私はこないだの講習で先ほど髙

本先生とか聞いてた、何かで設ける、何かで

稼ぐような市民病院の話があったのかなと、

誰発信でやっとんか俺わかりませんけど。僕

はそういうのは必要ないと思ってて、市民病

院のあり方っていうのが僕いつも思うんで

す。今もう価格高騰とかね、燃料費とかいろ

いろ人件費とか高騰してきたら、これもどこ

の市民病院、公的病院も赤字で仕方ないって

いう言葉は嫌いだったんで、橋本市民病院の

努力が足らんと思ったから、数年前までは厳

しく言ったつもりですけど、あなた方は変革

して、努力して変わったっていう認識を私は

持ってるんです。 

だから、令和 7年度以降は、数字が伴わな

くても何かしら改善できとるっちゅうのは

肌で感じておるんです。数字にはあらわれな

くて、これは市民病院の期待度と橋本市がこ

けないため、すなわち、例えば定住促進で、

話それたら止めてください。 

定住促進とか橋本市が担うところ、子育て

世代とか、そういうのを目指す上で市民病院

が表裏一体でおってくれとるから、産婦人科

と、いうたら市民病院にしては小児科は多い

方やと。こういうのを踏まえたときに、赤字

何億までが相当耐えられるんかっちゅうの

は、市の中枢が数字で示して、あなたがたに

言うてあげたらもっとあなた方は楽な経営

できたんかなって僕は思うんです。 

だから僕2億や 3億ぐらいはかめへんって

僕は思っとったんです。2億 3億っちゅうの

は、市民の大切な税金やから、こういう言葉

になったらまた後で倫理委員会とか怒られ

たりするかもわからないですけど、あえて言

うなればあなたの努力イコールマイナス2億

までは俺、ありやと思うんです。 

そのかわり小児科がゼロになったりとか、

その定住促進とか、子育て世代とかそういう

ところのカバーができなくなったら、ちょっ

と話は別やと思うんですけど、今の市民病院

はそれでありだと思います。 

だから、無理に稼ぐ必要もないし、今の状

態をキープして、個人的な市議会議員ってい

うかその政治さしてもろとる人間からした

ら今、ノーベル賞とかアレルギーの関係とか

もあるんでずっとアレルギーのこと言うと

るし。そういうとこが特化できて、人の助け

になる部分が補えとるから、2億 3億かめへ

んて、橋本市の社長である方、市民から選ば

れた方が言えばもうこの辺が妥当な、プラマ

イゼロ、アンダーパーというんかな。その辺

の数字に近づいてきとると思う。 

で、より精度を高めるために、先ほどの訪

問看護の室長の答弁がそのとおりであって、

みんなで上手いことチームワークがあれば

まわして何とかすまんなんて言いながらま

わしとるというのが答弁で伝わってくる、で

も市民病院の本丸からそういうの今まで伝

わってこなかったので、苦しい思いしたと思

うんですけど。その辺でええんかなと。あと

はもうその人間関係と二人三脚をアナログ

式に重ねることで、市民病院があるっていう

ことで、市長からの必要性が、頼られとる、

持たれ合っとるっていう形になればもうえ

えんかなと思うんです。赤字ＯＫやでって言

うとるわけではないんです。 

だから、何言いたいかっていうのは、この

数字で2億何ぼっていうのは財源を生み出す

ことっていうのは、橋本市の仕事なんかなっ

て僕は逆に思うんです。企業会計やから、水

道みたいに価格上がって人口減ってきたら、

負担しとる人のお金を増やしていけばええ

やんていう簡単な話じゃないんですよ。 

人が生活しとる医療圏、橋本市みたいなこ

ういうボチボチの町で、市民病院があるって

いうことが、かなりプラスになるときっちゅ

うのが、この団塊の世代の方たちが後期高齢
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者になってきたときに、かなりプラスに働き

始めとると。 

人口比率の高い、なんであんな場所行った

んよっていう声もあったけどもそれが活き

始めとるときに来とるから、あとはコミバス

とか、いろんな流通確保して、市民病院が最

後の受け皿であると、民業圧迫になったりと

かも、ちょっと考えたんですけどやっぱりそ

の辺が僕、その質問の主旨になってないけど、

今回は評価できるなっていうふうに思うん

ですね。 

だからこれを現状維持していくために、あ

とは純利益を上げるためにっていうのは、病

院事務局長が、今植えた種っちゅうのがちょ

っとつぼみから花開き出したんかな。実にな

るかどうかわかんないです。そこをやっぱり

徹底してやっていただきたいと。今決算に関

しては僕はすごく、納得のいくもんのスター

トラインに立てたんかなと思うんです。 

で、1個だけここで質問するんですけど、

人間の流動人口とか橋本市の考えたら、高野

山というのがありますから、その市民病院の

役割っていうのは救急体制なんで、観光とか

そういうのの入口に橋本市はあるわけで、外

国人とかが救急体制で来たときの、何て言う

か対応とか、中国人看護師っていう外国人看

護師が来たときは、日本語と自分の本国の言

葉と英語しゃべれると、これって、プラスに

働く準備だったはずやのに今いてないとか、

その外国人看護師の対応とか、外国人のお客

様に対しての対応っていうのだけ聞けたら

僕の質問はもうそれで結構ですんで。 

長くなってすみません。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）外国人対応

につきましては中国人看護師に関しまして

は、この 4月から 2名、病棟の方に配置して

おりまして、今現在研修も含めてですね一生

懸命頑張っていただきながら日本の看護の

方を勉強して、しっかりとやっていっていた

だいているようなところでございます。 

それで高野山等への外国人が、もし、けが

等病気なされたときの当院での受入れ体制

というところなんですけども、当然英語とか、

お話できる先生方も多数いらっしゃいます

し、外国語対応のそういったシステム、アプ

リとかそういったものを使いながらですね、

できるだけ現場の方で対応できるような形

を今、とらさせていただいております。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）これ最後の質問、橋本

市本丸に聞くんですけど、これ今まで赤字で

足引っ張ってる市民病院、潰せれへん病院、

共倒れになる病院という表現やったけど、今

度逆に定住促進とか橋本市の施策ある上で、

あってもらわなあかん病院ってこうなって

きとると思うんです。当然小児科、産婦人科

踏まえて、救急体制踏まえてね。ほんなら、

もうここの決算ではもう答弁かめへんねん

けど、来年当初予算で必ず誰かに聞いてもら

うんで。 

この 2億ないし3億の市からの繰り越しの

赤字を何年耐えれるかっていうのは、次の令

和8年の当初予算までにきっちり考えといて

欲しい。それを要望しときます。よろしくお

願いします。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）今、堀内委員から質問

出たんで、ちょっと僕もずっと思ってること

なんですけど。 

基本的に橋本市の人口の減少率から考え

ても今の医療点数の付け方、僕それちょっと

詳しくないんやけど、人口どんどん減ってい

く中で市民病院が黒字化するって僕ほぼほ

ぼ不可能やと思うんですよ。正直な話。もち

ろん黒字化目指さなあかんって言うけど、現

実的にですよ、現実的に不可能やと。 
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だから赤字に対して、堀内議員もおっしゃ

ってたけど、赤字に対してその市民病院のあ

り方っていうか必要性、赤字やけどもどれだ

け必要かっていうのは、市が持ってる意見や

と思う。 

だから行政側がどれだけ市民病院に対し

ては、なければならない存在っていうふうに

考えてるか。ってなってくると、行政側とし

ても、どこまでの赤字をどこまで続けていけ

るか、どこまでの体力があるかっていうのを

やはり示していかないといけないときに来

とると思うんですよ。 

その 9億の赤字が、10億の赤字かっていう

話ばっかり先行してしまうけども、市に体力

があれば別に問題なかった。実際、とある市

も報道でありましたけど、10億ぐらいの赤字

だったらずっと病院に対して入れてたと。 

でも最近は 40億 50 億になってきて、その

資金も 10 年ぐらいで枯渇してしまってどう

しようかという話になってきてる中で、いま

市民病院が大体 8億から 9億の間、今の本市

の中で、その 8億から 9億の赤字でも必要や

と思っとるんか、いやいや、本市の体力から

したら、2億か 3億じゃないと無理ですよっ

ていうんやったらもう市民病院のあり方自

体変えていかなあかん。そういうところに来

てるから、やはりそこはトップの判断も必要

やと思う。 

僕だから今、市民病院の皆さん頑張ってる

と思うし、今その結果も出てきてると思うん

です。 

その中で、今後一番やらなあかんっていう

のは、やはりトップの判断と、トップがどれ

だけ市民病院を必要としてるか。それに対し

てどれだけのお金を市民病院に入れていけ

るか、っていうところにかかってると思うん

ですけども、病院としてはその辺の考えはど

う思ったのですか。 

○委員長（岡本安弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）私の立場か

らお話させていただくとなると、赤字でいい

とは決して思ってはいないんです。 

やはり黒字化を目指してというところに

関しては、やはりそこを目指して、何とか病

院経営をしていかないといけないというこ

とで、いろいろと経営施策の方を取っていっ

ているわけなんですけども。ただ、現状まだ

そこの目標まで追いついていないというと

ころもございますので、今後そこの支援の方

に関しましては、市当局、財政課も含めた中

で、市長としっかりと協議して今後の病院経

営の方していきたいというふうに考えてお

ります。 

ただ、本当に人口減少、今、6 万を切って

きてるというふうな中で、伊都も含めて 8万

切ってきているような状況です。次の新しい

地域医療構想に関して、100 万、それと 30 万

以上、30 万未満というふうなところで、そう

いった数字も出てきております。もしかした

ら構想区域が変わってくるかもわからん。そ

うすると、医療の提供体制の構図がガラッと

変わってくる可能性もありますので、そうな

ったときに、市民病院の医療のあり方、医療

提供のあり方っていうのをしっかりと考え

ていかないというふうにも考えております。 

ただ、やっていかなければならないことっ

ていうのは、変わらないというふうに思って

おります。急性期だけではなくって、先ほど

訪問看護のお話も出ましたけども、今、在宅

に関しましても来月、11 月から実施の方、本

格的にやっていくというふうなことで、しっ

かりと市民の方々の健康・命というものを守

っていかないといけないというそこの使命

は、今であろうと未来であろうと変わらない

と思ってますので、そこの部分に関しまして

しっかりと職員全員で、そこの部分を、そう

いう気持ちを持った中で医療の方を提供し

ながら、やっていきたいというふうに考えて
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おります。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）それは今までそのとお

りやっていただいとるんで、それはもう継続

して、赤字でいいとは言うてないんでね。 

ただ、赤字を減らすためには黒字化目指さ

なあかんという、実質的に黒字になるかどう

かはまた別の話であって。目標は高くないと

ね。そこはわかるんです。 

一番危惧するのはね、本市、人件費の割合

高いでしょ。実際ね。人件費でほとんど交付

金、言うたら予算のほとんど使い切る状態に

なってる中で、僕ここでね、いつも思うんや

けど。僕、人件費を下げろとかね、そういう

議論は僕すべきではないと。 

じゃあ何をするかというたら、やはり、無

駄な事業、要らない事業、効果の薄い事業は

どんどん切っていかなあかん。市側もね。ど

んどん切っていかなあかん。その中で、必要

な部分だけを残してそこに人員を充ててい

く。 

他のところでも言わせてもらったけど、予

算規模を小さくなったって構わないじゃな

いすか別に。仕事が減ったほうがいいでしょ

う。市民にとってマイナスのものは削れって

言ってませんよ。必要だったらやったらいい

んですよ。必要じゃないものは削ったらいい。

そして、小さくまとまった中で市民病院のあ

り方も考えていってそこに回せるお金も増

やしていかなあかん。 

だから、今のバランスの中で言うともう、

いっぱいいっぱいの中で、お金つくり出して、

そして何とか転がしてるっていう状態やけ

ども、結局職員さんもしんどい。市もしんど

い。市民病院もしんどい。 

また後から聞こうかと思うけど、水道事業

もしんどいですよ。人口減ってるんやから。 

最終的に料金上げなあかんの見えてる。毎

年言うんやけどね、こんなん料金上げないと

絶対できないですよ。市民の負担も増える、

でも市民サービスも下がってくる。トップは

それをなかなか言いづらいですよね。市民サ

ービス下がるんでね。 

でも、最終的にはどっかで思い切った改革

していかなあかんので、それをやっぱり、今

からやっていかんと、5年後 6年後見えてこ

ないんで、その辺も含めて我々議員もね、ま

たチェックしていきたいと思うんで。 

せっかく今日副市長も、総合政策部長もい

らっしゃるんで。総合政策部長、やはり必要

なものが必要、効果の薄いものは効果が薄い

もので、やはりもっと大きな整理をしていく

べきだと思うんです。それはその市民病院に

対するお金を作り出すという話だけじゃな

くていろんな施策に対してお金を作り出さ

なければいけないこの時期に、やはりその薄

まったものよりも濃くお金を使うという考

え方が必要だと思うんですけども、その辺は

いかがでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）以前、経常収

支比率の件で、岡委員からも一般質問ちょう

だいしたと思っております。その内容ともダ

ブってくるんですけれども。 

やはり一般財源をいかに生み出していく

んかっていうのは、事業を精査して、必要な

ところにはしっかり力を入れて、そうじゃな

いところはある程度の年数で切っていく、こ

ういうのは必要だというふうには認識して

おります。 

現時点で財政課を中心に、事業の見直しっ

ていうのを全課にかけていただいておると

ころではあります。 

そういった作業をしっかりと綿密に繰り

返すことで、今後人口が増えればええんです

けども、おそらく増えてくるっていうのはな

かなか難しいというふうな認識はしてます

んで。規模に応じた行政運営ができるように、
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しっかりと事業見直していきたいと思いま

すんで、その点については議員の皆さんにも

ご協力いただければと思います。 

よろしくお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員、よろしいで

すか。 

　ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）32 ページの、またちょ

っと人間ドックの話に戻るんですけど。 

健康診断料、それから人間ドック収益って

いうのがあるんですけども。 

先日の研修で健診センターをボンと建て

て、3 億 4億円いけるんちゃうのって、この

辺調べたらないやんっていうお話があった

と思うんですよ。 

これ、市民病院聞くのも酷やなと思って。

市民病院にちょっと、聞いてもええんかなと

思うんですけど。健康診断、人間ドックって

以前に僕聞いたときに、いやこれいくら来て

もらったとてなんですよっていうような雰

囲気があったと思うんです、健康診断につい

ては。 

いま見さしてもらってもやっぱり、僕も行

かしてもらってるけど、その狭いところでね、

渋滞しながら待合室立って待っとる人もお

るぐらいの状況でね、時期によったらでしょ

うけども。あそこで伸ばせって言ってもなか

なか難しい感じですよね。 

検査機関も上あがってとか、向こう回って患

者さんの中に紛れて、胃カメラとかしてます

もんね。 

だからここあんまり伸ばせって言われて

も、いや困るんですけどっていう感じなんで、

健康福祉部の話なのか、市長部局の話なのか、

健康診断ってどうとらえてます。 

市長部局に聞きましょうか。健診センター

っていうのを立ち上げたら、大分需要あるだ

ろうっていうお話だったんだけども、市民病

院がすることではないですよね。市民の健康

をチェックというか、どう感じます。 

市民病院が実際、中はせなあかんのでしょ

うけども。 

健康増進施策として、今その市民病院で間

借りして健康診断してるんじゃなくて、もう

橋本市としてボーンと健康診断センター建

てて、そうするともっともっとじゃんじゃん

と、五條からも、河内長野からも健診センタ

ーないんやから、他んとこからどんどんと患

者呼び寄せる、その結果市民病院にも、患者

さん増えるんじゃないかっていうようなお

話があったと思うんですよ。 

どうでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）暫時休憩いたします。 

 

 

○委員長（岡本安弘君）再開いたします。 

　病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）健診事業に

関しましては大体今、年間で 7,000 万ぐらい

の健診事業としての収益はそのくらいあり

ます。人件費等を加味したらその事業だけで

見れば黒字ではあります。 

ただ、先ほどのご質問の中で市と協力して

っていうふうなお話があったと思うんです

けども、例えば 5階の西病棟、今空いている

そのスペースを活用して、もう少し健診事業

拡大できないかということになればですね、

当然、そこにはまた設備投資、改築等が、費

用がかかってきますので、億単位になってき

ます。機械だけでも、相当の金額になってき

ますのでしっかりとその辺はシミュレーシ

ョンをかけて試算していかないといけない

と思うんですけど、ただ、今、現時点では現

実的ではないのかなというふうに考えてお

ります。 

 （午前 10時 16 分休憩）

 （午前 10時 17 分再開）
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それ以外の方法で収益を確保する方法が

ないのかというところを今模索しておると

ころなんですけども、ただそしたら健診事業

に関して今のままでいいのかということは

決してそうは思っていなくって、今の状況の

中でいかに収益を上げることができるのか

というところに関して今、検討の方をしてお

りますので、その辺に関しましては来年度の

事業計画の中でもし、ご報告できれば、させ

ていただきたいと思いますし、早ければ予算

委員会の中にそういった予算等も組み込ま

さしていただいた中で、説明さしていただけ

ればと思いますが、もう少しお時間の方、ち

ょうだいしたいというふうに思います。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）市民病院さんに答えて

もらうのは酷かなという感じがしたんです

けども、市の方はどうお考えですか。それは

市民病院がせなあかんことですか。実際は市

民病院が関係してくるんですけど。 

○委員長（岡本安弘君）答えられますか。 

　副市長。 

○副市長（小原秀紀君）現時点で市が主導し

て健診センターを作るというふうな計画は

ございません。 

ただ、市民病院の方が、そういったことで

収益が上がるということで、そういった投資

をしたいということでしたら、当然、収支バ

ランスも計算しながら、相談にのるというの

は可能かなというふうに思っております。 

○委員（田中和仁君）ありがとうございます。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）先ほどちょっと話出た、

ダヴィンチの件でちょっとお聞きしたいと

思うんですが。今言われたとおり、今ある施

設を十分に活用し、収益を上げるためには 1

つダヴィンチがポイントになるんじゃない

かなと私は思ってます。 

先ほどのお話の中で、今、書類見ているの

が決算審査意見書のほうの 51 ページ見てま

すと、ここ、ちょっとこれもしかしたらダヴ

ィンチじゃないんかもわからないんですが、

先ほどの件数は 20 何件っていうお話は、年

間 20 何件でお話あったと思うんですが、こ

この今後の課題のところで、内視鏡手術支援

ロボットによって、令和 6年の手術実績は 51

件でありますということ、51 件であると毎

週、週 1ぐらいで手術をやってるなというふ

うには思うんで、すごい、稼働率高いのかな

とは思うんですが、これ、先ほど 20何件とこ

の 51 件違うのかなってそこをちょっと教え

てもらえたらと思うんで。 

○委員長（岡本安弘君）医事情報課長。 

○医事情報課長（谷澤由紀君）すみません。

先ほどの 26 件と申しましたのは、収益化さ

れたものです。 

ダヴィンチによる手術に関しましては、施

設基準の届け出をしないといけないんです

けれども、その基準、要件としまして、何症

例行ったものというのが認められるという

ふうになっておりますので、導入して、手術

はしておるんですが、その症例数をこなさな

いと、診療報酬として、請求することが認め

られないことになっておりますので、そこと

の差、この実績の 51 件っていうのと、先ほど

私をお答えさせていただきました 26 件に関

してのその差というのはそこの部分になっ

ております。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）ありがとうございます。 

そしたら 30 件ぐらいの症例実績がまずあっ

てそっから収益化ということだったんです

ね。はい、理解をいたしました、 

では、今その、今年度は 650 件ですが、も

うこれ以上は無理というかこれ以上延ばす

ことは、やはり医療的にちょっと大変、お医
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者さん的に大変なのか、もっと伸ばす余地が

あるのかその辺いかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（古川健一君）今のご質問

にお答えします。 

手術件数としてはまだまだ増やしていく

ことができると思います。 

ただ、麻酔科との関係もあって、やっぱ麻

酔科医も、2人しか常勤がいないという中で、

部屋は 5つありますけれども、ずっと麻酔科

医がいないと麻酔かけた手術はできないと

いう現実がありますので、そこも一緒に増や

していきながら、件数を増やしていくという

ふうな形になりますので、すぐに増えていく

というわけではないですけども、着実に症例

数は増えてます。 

で、当初の目的は、先ほどお話ありました

ように、若い先生の獲得ということもありま

したけど何よりも、手術患者さんを呼び入れ

るということで、ダヴィンチを入れたことに

よって今まで症例数が足りなかった、少なな

かった胃癌手術が増えてきて、一応、基準を

クリアして、ダヴィンチで手術ができるよう

になった。 

腎癌も症例数を増やすことができて、ダヴ

ィンチで手術できるようになった。 

婦人科も、子宮摘出はやってませんでした

けれども、ダヴィンチ導入でそれをできるよ

うになって件数が増えてきたということで、

新たな手術はどんどん増えてきたと。いうふ

うなところでプラスに働いていくと思いま

すのでこれからも症例数は増えていくとい

うふうに考えております。 

 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）36 ページの委託料のと

ころで、給食の業務委託もここに含まれてる

と思うんです。 

給食材料費どんどん上がっていく中で、業

務委託先からね、もう金額では、患者さん元

気出ませんよっていうような話はないです

か。 

○委員長（岡本安弘君）病院経営管理課長 

○病院経営管理課長（岡村惠介君）おただし

の物価高騰の部分になるんですけれども、昨

今の米の価格高騰という部分で、今年度に入

りまして業者さんから、今の現状では厳しい

ですという形で、お話の方いただいておりま

して、委託料の見直しですね、の、補正の部

分を、6月の議会で提案させていただいて、

今現状、単価見直した形で、契約を進めさせ

ていただいているところです。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）今後もまた考えられる

と思いますので、また、相談してください。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）質問っていうよりも、

ただ意見、それを申し上げたいんですけども。 

今ずっと議論聞いてまして、やっぱ病院自身

の答弁聞いて聞かせていただいて、やっぱり

私もちょっと前からは病院はね、すごく経営

改善とか、職員に対する対応の仕方とかいろ

いろ努力されてることはすごくわかってま

す。 

そうやけど、先ほど意見ありましたけど、

市民病院ってやっぱり市民みんなで守って

いかなあかん大事な医療機関だと思います

し、そういう意味では市民ぐるみって言うと

オーバーやけども、そういうな形でね、皆で

市民病院を守っていくというそういうのを、

やっぱり職員含めて進めていくことがすご

く大事だと思ってますんで、今されてますけ

ども、今後もそういう意味で市民みんなの病

院だということで一丸となって見守ってい
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くということが、やっぱり議会も含めて、市

民含めてやっぱり市民ぐるみで、そういう意

識が広がっていくのがすごく大事だと思い

ますんで、そんな認識でされてると思います

んやけど、そういうことをこれから進めてい

ただくようお願いしたいなと思います。 

○委員長（岡本安弘君）答弁いただきますか。

答弁は結構ですか。 

　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

　これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

　これより、認定第 10 号　令和６年度橋本

市病院事業会計決算の認定について　を採

決いたします。 

　本決算は原案のとおり認定すべきものと

決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ご異議がありません

ので、本決算は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

　この際、10 時 45 分まで休憩いたします。 

 

 

○委員長（岡本安弘君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 

 （午前 10時 27 分休憩）

 （午前 10時 44 分再開）

  

２　認定第８号　令和６年度橋本市水道事

業会計決算の認定について 

○委員長（岡本安弘君）次に、認定第８号　令

和６年度橋本市水道事業会計決算の認定に

ついて　を議題といたします。水道事業会計

決算書をお開きください。 

　この際、当局より発言の申し出があります

ので、これを許します。 

　水道経営課長。 

○水道経営課長（寺田嘉文君）おはようござ

います。 

令和6年度橋本市水道事業決算の附属書類

につきまして正誤表のとおり、4か所訂正が

ございました。お手数おかけし、誠に申し訳

ございません。訂正のほうよろしくお願いい

たします。 

今後このようなことのないよう、チェック

体制を強化し、細心の注意を払って参ります。 

誠に申し訳ございませんでした。 

○委員長（岡本安弘君）ご了承願います。 

　それでは、これより質疑を行います。全般

について行います。質疑ありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）ちょっとお聞きします。

ずっと水道の漏水の件なんですけども、かな

り起こってからでないとわからないような

状況になってるんかなとは思いますんやけ

ども。 

その漏水のこの間、状況をちょっとお知ら

せですね、お知らせお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）水道施設課長。 

○水道施設課長（辰已谷昭範君）お答えいた

します。 

漏水調査っていうのは毎年やってござい

ます。令和 6年度につきましても漏水調査の

ほうを行っておりまして、漏水の発見箇所っ

ていうのが 30 か所ございました。その 30 か

所についても修繕の方はすべて終了してお

ります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 
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　田中委員。 

○委員（田中和仁君）関連でＡＩによる漏水

診断とか、ネットで調べたらそういうのは出

てくるんですけども、今の状況はどんな感じ

ですか。もう高額すぎて入れられないですか

ね。ちょっと教えてください。 

○委員長（岡本安弘君）水道施設課長。 

○水道施設課長（辰已谷昭範君）今後の話に

なってくるんですけども、いま衛星画像解析

に基づく漏水探知業務というのを検討して

おります。 

これは何かといいますと、人工衛星の画像

データっていうのを解析することで、1度に

広範囲を対象とした漏水の可能性のあると

ころっていうのを絞り込むことができます。

こういった委託業務というのを今後、行って

いく予定はございます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）これからの人口減少が

ありますでしょう。インフラはあんまり変わ

らず維持していかなあかんとなっていった

ときに、やっぱり経営がだんだんと厳しくな

っていくっていう、皆さんの思いはあると思

うんです。それが料金にはね返ってくるんで、

何かちょっと収益事業っていうのを、公営企

業の範囲内でできないかなっていうのが、同

僚議員も水売っていったらどうやって質問

してくれてましたけども。 

例えば、一般会計で防災水っていう事業の

会計見たら、500 ミリで 120 何円でしたわ。2

リッターで 300 円ぐらいだったかな、結構い

い値段してましたよ。 

そういうのを公営企業がやると、民業圧迫

やってまた怒られるんかもしれないんです

けど、防災水であればね、公的な利益になる

んかなあと思ったわけですよ。ボトリングす

るていうの。 

可能性としてできないもんでしょうかね。 

○委員長（岡本安弘君）答弁願います。 

　上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）いま危機管理

の方で作ってる橋本の水っていうのがある

んですけどもあれに関しましてはうちとし

ても、水道代はタダで、あれを作っていただ

いてるっていうようなところでございます。 

それはなぜかと言いますと、別に市の方で

あれを売ってるというわけでもなく、災害の

備蓄用として、あれを利用してるというとこ

ろもありまして、その水道代というのはうち

の方からも無償でさせていただいておるん

ですけども。 

また水を売るとなったらなかなか、同じよ

うな水を作っとるというのはこれも実は、も

う全国もどこでも作ってるんで。それを橋本

だけそれを売ることによって利益が上がる

かというところでなかなか難しいところも

あって。 

実際、橋本よりも水で有名なところってい

うのがあると思うんですが、そんなところで

もあまり売ってない、どちらかというと、民

間企業がそこに付加価値を設けて買いに来

てくれるようなところがあったら、売れるん

かなとは思うんですけども、なかなか難しい

ところでございます。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）売り方がやっぱりね、

民間と違って役所がやるとちょっと売るの

って難しいですもんね。 

またそれも含めてですよ水道事業会計と

して何か方法を模索する時期かなって、ちょ

っと前の段階からしていかないと間に合わ

ないんかなっていうふうに考えましたんで

質問させていただきました。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）すみません。今になっ
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てちょっとこんなの聞いたらおかしいかも

わかりませんけど、高野口の浄水場、停止し

てます。 

ちょっと私、深くよくわかってないんです

けども、上水道のことを聞きたいんですけど

も。高野口のを閉鎖して、この橋本の関係で

どんなふうな扱いで今どうなってんかなあ

と教えていただければ、 

○委員長（岡本安弘君）水道施設課長。 

○水道施設課長（辰已谷昭範君）高野口の浄

水場ですけども、令和 2 年の 11 月に廃止し

て、橋本市の浄水場から高野口方面へ管渠で

引っ張っていってるという状況でございま

す。 

○委員長（岡本安弘君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）まず、高野口

浄水場と橋本浄水場との大きな違いって言

うたら、橋本浄水場は紀の川から取水しとっ

て、高野口の浄水場は井戸から取水しとった

んで、井戸水と川の水で大きく違うところは、

やっぱり温度なんかなっていうふうに思う

んです。 

高野口の浄水場から切り換えたときは、先

ほど課長も申し上げましたけども 11 月やっ

たんで、そんなに温度を感じにくい時期に切

り換えさせていただきました。これはそれを

ねらったところもあったんですけども、やっ

ぱり、上水道の井戸の水っちゅうのは、冬は

あったかくて、夏冷たい。それがあったと思

うんですけども、今切り換えたことによって、

川の表流水ですので、もう冬冷たくて、夏ち

ょっとぬるいっていうような、そんな変化は

あったかなというふうに感じております。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）すみません料金の請求

方法についてお尋ねしたいんですけども。 

基本はがきが来るっていうかな、はがきが

来るんだと思うんです。口座開設できる人は

口座から引き落としの手続きができるんだ

けども、紀陽銀行とか地銀になってますよね。

近畿の地銀に限定されてる。ゆうちょは東京

に住んでる方でも、引き落としできるよって、

ゆうちょだけ唯一、全国から落とせるよって

いうことで聞いてます。 

で、クレジットがないんですよね。クレジ

ットカード払いがないんで。先日お伺いしま

したら、ポイント等が市の負担になっちゃう

から、ちょっとずつ損するんですと。それを

また精算する人も要るし、いろんな部分でま

た負荷がかかるんで、経費がまたそれにもう

1個支払い手段を増やすと、もう 1個経費上

がるんで、そんなことしてたら料金が今度上

がっていくんで。 

クレジットの方が、ポイントつくんで有利

じゃないかってなると私も私もクレジット

カードで支払いしますってなっていたら、バ

ランスが崩れていくと。クレジット払いじゃ

ない人はちょっと損する感も出てくるって

いうことを考えていくと、時代としてはクレ

ジットして、どこからでも払ってもらえるよ

うなことをしたいんだけども、今ではちょっ

とできかねますっていう状況だとお伺いし

たんですね。 

それについて、そこまでの理解はしたんだ

けども、やっぱり、市本体はいろんな支払い

手段が用意されとって、国のネットワークに

入っていったら電子決済も使えるよってい

うのがあるんです。 

それであればね、水道事業会計もそのネッ

トワークに入っていって電子払いできるん

じゃないかなと思ったんですけど、いかがで

しょう。 

○委員長（岡本安弘君）水道経営課長。 

○水道経営課長（寺田嘉文君）ご質問、水道

料金の支払い方法の件ですが、現在、口座振

替、コンビニ、スマホ決済等も利用可能とい

うことで、いま口座振替が 87.57％の利用率
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ございます。 

現年収納率が99.54％で、全国に比べて1％

程度、橋本市は高くなっております。今の状

況で十分足りているのかなと思うんですけ

れども、クレジット決済導入した場合、初期

費用ですとか、クレジット会社への手数料、

大体決済金額の 2～7％っていうことが発生

しまして、この分については、水道料金で独

立採算やってますので、水道料金の方に反映

するという可能性ありまして、水道料金の値

上げに繋がる可能性とあるということでち

ょっと見送ってるという状況です。 

○委員長（岡本安弘君）決算書に沿った質疑

の方お願いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

　これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）今回の水道事業会計決

算の認定には反対する立場で、一言だけ申し

上げたい。 

毎回討論させてもらってますんやけども。

水道の使用料が先ほどの人口減少で減って

いくのもよくわかりませんけど、漏水も何か

所か起こっていくということで、やっぱり今

の水道料金を維持していくのは、かなり今後

ともまた難しい問題ではあると思うんです

けども。 

しかし、やっぱり物価高騰の中で市民の間

でやっぱり高い水道料金、何とかならんかと

いう声もしょっちゅう聞くわけであります。

生活を圧迫する1つの原因にもなってますん

で。見直しするのはなかなか難しい問題であ

るんですけども、やっぱりそういった高い水

道料、特に私、聞くのはやっぱり、他市から

引っ越してきた人がもう、何か間違えちゃう

かっていうことで感じる方が少なくないよ

うに思いますんで、やっぱこう橋本市の水道

料金が高いのはもうほんまに市民の意識と

して皆さん持っておられるんで、その声に基

づいて、やっぱこう、何とかせなあかんの違

うかと、すごく常々思ってますんで、認定に

反対したいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）次に、賛成の立場で

討論する方ありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）賛成の立場で討論いた

します。 

決算から予算、予算から決算の流れで、正

確に執行されていますんで、もちろん決算に

関しては賛成ですけどちょっと、反対討論で

あったんですけども。 

報道でもありましたけども、水道料金に関

して橋本市が高いか安いかの議論はもうち

ょっと、表面的なものじゃなくて、中身を精

査しなあかんと思うんです。 

他市で問題になってるのは、一般財源から

の繰り入れをして、値段を抑えているという

ところが多数あります。 

それ、結局は市民の税金を投入してるので、

押しなべて考えれば水道料金を前もって市

が肩代わりして払ってるっていうだけで、市

民にとってはそれだけの分の税金を払とる

んでね。料金的に考えたら、本市は、市から

繰り入れはしてませんのでね。そう考えると、

公平性も守られてると。 

つまり、多く使う方は多く払う、少ない方

は少なく払う。でも税金を投入してしまいま

すとね、そういうわけにはいきません。多い

少ない関係なく、一般市民押しなべての税金

が投入される。公平さも担保できない。 

そういった状況で、やはり高いか安いかを

計算するには、やはりちゃんと中身を精査し

て、一体どれだけのお金が一般財源から持ち

出されて、それに対しての真の水道料金が幾
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らかというものを出さないと、表向きの数字

だけで高いか安いかっちゅう議論はもうち

ょっと、いま現在成り立たなくなってきてる。 

この話はもう報道でもされてますけども、

1年、2年後には、多くの市町村が値上げをせ

ざるをえない。その値上げをせざるをえない

全国平均から考えると、本市の方が逆に安く

なってくる場合も出てきますんでね。本市が

一概に高いとはなかなか言えない。 

財政的に余裕のあるところはこれからも

一般財源の繰り入れをしていくとは思いま

すけども、結果的にはそれも市民の税金であ

りますんで、高いか安いかの議論っていう部

分に関してはもう少し正確な数字を出して

いかなければいけないと、それはもう思いま

す。ただ、本決算に関しては予算どおりに執

行されているので、賛成いたしたいと思いま

す。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかに討論する方あ

りませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

　これより、認定第８号　令和６年度橋本市

水道事業会計決算の認定について　を採決

いたします。 

　本決算は原案のとおり認定すべきものと

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本安弘君）起立多数であります。 

　よって、認定第８号は、原案のとおり認定

すべきものと決しました。 

 

  

３　認定第９号　令和６年度橋本市下水道

事業会計決算の認定について 

○委員長（岡本安弘君）次に、認定第９号　令

和６年度橋本市下水道事業会計決算の認定

について　を議題といたします。下水道事業

会計決算書をお開きください。 

　この際、当局より発言の申し出があります

のでこれを許します。 

　水道経営課長 

○水道経営課長（寺田嘉文君）令和 6年度橋

本市下水道事業会計決算書の附属書類に誤

りがございました。下水道事業会計決算書を

差し替えさせていただきました。 

訂正箇所は 12 か所で、正誤表のとおりで

す。今後このようなことのないよう、チェッ

ク体制を強化し細心の注意を払って参りま

す。大変ご迷惑をおかけし、誠にご申し訳ご

ざいませんでした。 

○委員長（岡本安弘君）ご了承願います。 

　それでは、これより質疑を行います。全般

について行います。質疑ありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）26 ページの下水道管の

布設延長っていうんですかね。市街地の、例

えば橋本駅前とか、企業が行きたいなと思っ

ても、下水道なかったらもう、チャンスがな

くなるじゃないですか。 

だから計画区域の中でまちづくりってい

うのとリンクしてないと、いや来るんやった

ら下水道引っ張りますよって、後手後手でそ

んな話って進むんかなと思うんですけど、そ

こはどうなってますか。 

○委員長（岡本安弘君）下水道課長。 

○下水道課長（岩倉正和君）橋本駅前につき

ましては計画区域としては、今現在残ってお

るんですけれども、市街地の開発の関係もご

ざいますので、認可区域からはいま外れてい

るような状況でございます。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 
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○委員長（岡本安弘君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

　これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

　これより、認定第９号　令和６年度橋本市

下水道事業会計決算の認定について　を採

決いたします。 

　本決算は原案のとおり認定すべきものと

決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ご異議がありません

ので、本決算は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

　以上で、本委員会に付託された案件の審査

は終わりました。 

　なお、委員長報告の作成については、私と

副委員長に一任願いたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ご異議がありません

ので私と副委員長において作成いたします。 

　以上で、令和６年度決算審査特別委員会を

散会いたします。お疲れさまでした。 

 

（午前 11 時 05 分　散会） 

 


